
がん検診精密検査実施機関登録事業 実施要領 
 

 

 

１ 目 的 

精密検査の精度管理を進めると共に、精密検査対象者に対して、精密検査実施機

関の情報提供を行うことで、精密検査を受けやすい体制を整えることを目的に、

精密検査の実施基準の統一化と、それに基づく精密検査実施機関の登録を行う。 
 
２ 事業実施機関 

   島根県（以下「県」という。） 
 

３ 用語の定義 

   この要領における、がん検診とは、市町村が実施する「胃がん」「子宮がん」「肺

がん」「乳がん」「大腸がん」検診とする。 
 
４ 実施内容 

 

（１）精密検査実施基準の設定 

生活習慣病検診管理指導協議会各がん部会（がん検診の精度管理を目的として

県が設置）において、がん検診の精密検査実施基準を設定する。 

実施基準は別紙のとおりとする。 

 

（２）精密検査実施機関の登録 

医療機関は、精密検査実施基準を踏まえ、精密検査実施機関として登録を希望

する場合は様式１により、県に届出をする。 

 

（３）精密検査実施機関の情報整理と情報発信 

県は届出のあった医療機関名簿を作成し、その情報を、市町村や県民に幅広く

情報発信する。 

 

（４）情報の更新 

    県は、毎年度末に精密検査実施機関に確認し、必要時情報の整理をする。 

    精密検査実施機関は、届出の内容に変更があった場合は、速やかに県に連絡す

るものとする。 

 

５ その他 

   この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附則 

 この実施要領は、平成２１年１２月２２日から施行する。  

 


